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１ 計画策定の趣旨 

 

障がい福祉計画は、障害者総合支援法第88条に基づき、また、障がい児福祉計画

は、児童福祉法第33条の20の各規程に基づき、障がいのある人が安心して日常生活

及び社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービス等の提供体制の確保に関す

る事項を定めるものです。 

 本市は、平成19年３月に障がいのある人のための施策に関する基本的な計画「第

１次障害者計画」、平成25年3月に「第2次障害者計画」、平成30年３月に「第３

次障がい者計画」を策定するとともに、平成19年３月に障がい者計画の下支えとな

る、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制を確保する数値目

標を示す「第１期障害福祉計画」を、平成21年３月に「第２期障害福祉計画」、平

成24年3月に「第３期障害福祉計画」、平成27年３月に「第４期障害福祉計画」、

平成30年３月には「第５期障がい福祉計画」に新たに「第１期障がい児福祉計画」

を盛り込みそれぞれ策定し、障がいのある人が住み慣れた地域で、その人らしく自立

した生活を送ることができるように、様々な支援を行ってまいりました。 

５期にわたる計画期間中に施設整備も進み、利用者数も年々増加しておりますが、

更なる福祉資源、サービスの提供体制の充実を図るため、第５期までの進捗状況の分

析や国・県の指針を踏まえ、令和５年度までの各目標値及びサービスの見込量などを

示した、「第６期障がい福祉計画」と「第２期障がい児福祉計画」を策定するもので

す。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

 

本市における障がい者施策は、施策の基本的方向を示す「障がい者計画」と、施

策の目標数値を示す「障がい福祉計画」のほか、平成 30 年度から障がい福祉計画

に新たに盛り込まれた「障がい児福祉計画」で進められており、これらは「袋井市

総合計画」の一環として、部門別・具体的計画の役割を担うものです。 

第５期障がい福祉計画（第１期障がい児福祉計画）の計画期間は、平成 30 年度

から令和２年度までの３カ年となっていることから、今回、第５期計画の実績等を

踏まえ、必要な見直しを行い、令和３年度から令和５年度までの３年間を新たな計

画期間としています。 
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３ 計画の期間 

 

市町村障害福祉計画等の計画期間は、３年１期として定めることとされています。 

第６期障がい福祉計画及び第２期障がい児福祉計画は令和３年度から令和５年度ま

での３年間の計画として策定します。 

 

27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 

         

 

 

 

 

４ 計画の推進体制 

 

本計画は、障がいのある人が住み慣れた地域で生活を送るために必要なサービス

等の提供の確保に向けて推進するものであり、進捗状況を確認するとともに、計画

的に取組みを進めていくことが必要となります。 

 そのため、年１回、進捗状況や実績を評価し、袋井市障害者計画推進協議会や中

東遠圏域自立支援協議会等から意見・提案等を受けるとともに、障がい者施策や関

連施策の動向も踏まえながら、必要に応じて計画を変更する等の措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
第３次障がい者計画の対象期間【６年間】 

平成 30 年度～令和 5 年度 

 第６期障がい福祉計画 

(第２期障がい児福祉計画) 

第２次障害者計画 

第５期障がい福祉計画 

(第１期障がい児福祉計画) 

 

 
第４期障害福祉計画 

「障がい」のひらがな表記について 

袋井市では、平成 29 年３月 16 日作成の「袋井市「障がい」ひらがな表記

取扱指針」により、従来、用いられてきた「障害」の「害」という漢字表記

について、その否定的なイメージから、「不快感」や「差別感」を多くの障

がい者が抱いていることに配慮するとともに、障がい者の人権をより尊重す

る観点から、「障がい」とひらがな表記を行うことしています。なお、法令

等で既に使われている固有名詞等については、漢字表記を使用しています。 
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５ 障がい福祉計画等の対象となる人の状況（障害者手帳等の所持状況） 

（１）身体障害者手帳所持者（令和 2 年 3 月 31 日現在 単位：人） 

 

（２）療育手帳所持者（令和 2 年 3 月 31 日現在 単位：人） 

 

 

 

 

 

 

（３）精神保健福祉手帳所持者（令和 2 年 3 月 31 日現在 単位：人） 

 

 
 

（４）特定疾患受給者証所持者：５３５人（令和 2 年 3 月 31 日現在） 

    

（５）障害福祉サービス等の利用者障害別状況（令和２年３月利用者 単位：人） 

 全体 身体 知的 精神 その他 重複 

自立支援給付 440 82 207 104 5 42 

障害児通所給付 252 13 134 4 97 ４ 

 

（６）計画見直しによる障害福祉サービス等の受給者数の見込み（単位：人） 

 ※ 受給者数は、受給資格を有する人の数であるため、実際にサービスを受けている利用者の

数を上廻ることになる。 

    等級 

障害区分 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 

視覚障害 40 52 8 7 16 8 131 

聴覚・平衡機能障害 12 41 19 35 1 65 173 

音声言語機能障害 0 1 17 ８   26 

肢体不自由 204 185 159 312 104 48 1,012 

内部障害 451 7 94 137   689 

合  計 707 286 297 499 121 121 2,031 

     障害程度 

区分 
Ａ B 合計 

１８歳未満 51 205 256 

１８歳以上 201 379 580 

合  計 252 584 836 

 １級 ２級 ３級 合計 

所持者数 39 272 149 460 

 

 
令和 2 年度 

見込数値 

令和５年度 

見込数値 
増減 

自立支援給付 

訪問系サービス 70 60 △10 

日中活動系サービス 450 581 131 

居住系サービス 104 114 10 

障害児通所給付 253 352 99 



 - 6 - 

 

６ 事業の体系 

障がい者（児）を対象にした福祉サービスは、障害者総合支援法に基づく｢自立

支援給付」、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により市が実施す

る｢地域生活支援事業｣及び児童福祉法に基づく｢障害児通所給付｣に大別され、｢自

立支援給付｣は、｢障害福祉サービス(訪問系、日中活動系、居住系、相談支援)｣、｢自

立支援医療｣及び｢補装具｣に分けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・児童発達支援 

・医療型児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

・居宅訪問型児童発達支援 

・障害児相談支援 

 

障害福祉サービス 

【訪問系サービス】 

・居宅介護(ホームヘルプ)  

・重度訪問介護 ・行動援護 

・同行援護 ・重度障害者等包括支援 

【日中活動系サービス】 

・生活介護 ・自立訓練(機能･生活訓練)  

・就労移行支援 ・就労継続支援Ａ型 

・就労継続支援Ｂ型 ・就労定着支援  

・療養介護 ・短期入所(ショートステイ) 

【居住系サービス】 

・共同生活援助(グループホーム) 

・施設入所支援 

・自立生活援助 

【相談支援】 

・計画相談支援 

・地域相談支援（地域移行支援・地域定

着支援） 

自立支援医療 

・更生医療  

・育成医療  

・精神通院医療(県支給) 

 

補装具 

・車椅子 ・義肢 ・補聴器  

・意思伝達装置 等 

 

障害児通所給付 

自立支援給付 

 

必須事業 

・相談支援事業 

・成年後見制度利用支援事業  

・意思疎通支援事業 

・日常生活用具給付等事業  

・手話奉仕員養成事業 

・移動支援事業  

・地域活動支援センター事業 等 

任意事業 

・訪問入浴サービス 

・日中一時支援事業 

 

 

 

 

 

 

地域生活支援事業 

障 

が 

い 

児 

・ 

者 



 - 7 - 

 

  自立支援給付、障害児通所給付及び地域生活支援事業のサービス内容は、次

のとおりです。 

 

 

 

  自立支援給付の障害福祉サービスには、障害支援区分の認定が必要なサービス

もあります。 

  障害支援区分については、障がい者等の障がいの多様な特性その他の心身の状

態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を示すものとして、区分１から６に

分かれており、障害支援区分認定調査（80項目）を実施し、障害支援区分認定審

査会において、障がいの特性など個別に配慮すべき事項を考慮し決定されます。 

 

自立支援給付 

障害福祉サービス名 対象者及びサービス内容 

(1) 

訪

問

系

サ

｜

ビ

ス 

ア 居宅介護（ホームヘルプ） 

  

【主な対象者】 

障害支援区分１以上で、在宅で生活している人 

【サービス内容】 

自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 

イ 重度訪問介護 

  

【主な対象者】 

障害支援区分４以上で、二肢以上に麻痺があり、

認定調査において、｢歩行｣｢移乗｣｢排尿｣｢排便｣

が｢できる｣以外に認定されている人 

【サービス内容】 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人

に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時

における移動支援等を総合的に行います。 

ウ 行動援護 

  

【主な対象者】 

障害支援区分３以上で、知的障がい又は精神障

がいにより行動上著しい困難を有し、常時介護

を要する人 

【サービス内容】 

自己判断能力が制限されている人が行動すると

きに、危険を回避するために必要な支援、外出

支援を行います。 
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 エ 同行援護 

  

【主な対象者】 

移動に著しい困難を有する視覚障がい者 

【サービス内容】 

視覚障がいにより移動が著しく困難な方に対

し、移動時の援護及び外出先での視覚的情報の

支援を行ないます。 

オ 重度障害者等包括支援 

  

【主な対象者】 

障害支援区分６で、意思疎通に著しい困難を有

し、四肢に麻痺がある重度の身体･知的障がい、

又は強度行動障がいのある人 

【サービス内容】 

重度の肢体不自由者で常に、介護を必要とする

人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行

います。 

(2) 

日

中

活

動

系

サ

｜

ビ

ス 

ア 生活介護 

  

【主な対象者】 

障害支援区分３以上で、常時介護を必要とする

人（50歳以上の場合は、障害支援区分２以上） 

【サービス内容】 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、

食事の介護等を行うとともに、創作的活動また

は生産活動の機会を提供します。 

イ 自立訓練            

（機能訓練・生活訓練） 

 

【主な対象者】 

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維

持・向上のため、支援が必要な身体障がい者又

は難病患者 

【サービス内容】 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、

一定期間、身体機能又は生活能力の向上のため

に必要な訓練を行います。 

ウ 就労移行支援 

  

【主な対象者】 

６５歳未満で、一般就労等を希望し、知識・能

力の向上、職場開拓等を通じ、企業等への雇用

や在宅就労が見込まれる人 

【サービス内容】 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、

就労に必要な知識及び能力の向上のために必要

な訓練を行います。 
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(2) 

日

中

活

動

系

サ

｜

ビ

ス 

エ 就労継続支援             

（Ａ型=雇用型・Ｂ型=非雇用型) 

  

【主な対象者】 

就労に必要な知識･能力の向上を図ることによ

り、事業所において雇用契約に基づく就労が可

能と見込まれる人（Ａ型=雇用型） 

就労の機会を通じて、生産活動に係る知識・能

力の向上や維持が期待される人（Ｂ型=非雇用

型） 

【サービス内容】 

一般企業等で就労が困難な人に、働く場を提供

するとともに、知識及び能力の向上のために必

要な訓練を行います。 

オ 就労定着支援 

  

【主な対象者】 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行し

た人で、就労に伴う環境変化により生活面の課

題が生じている人 

【サービスの内容】 

企業・自宅等への訪問等により、生活リズム、

家計や体調の管理等について、必要な連絡調整

や指導・助言等の支援を行います。 

カ 療養介護 

  

【主な対象者】 

病院等への長期の入院による医療に加え、常時

介護を必要とする方で、筋萎縮性側索硬化症

（ALS）患者など呼吸管理を行っている障害支

援区分 6 以上の人、筋ジストロフィ－患者又は

重症心身障害者で、障害支援区分 5 以上の人 

【サービス内容】 

医療的ケアに加え、常時介護を必要とする人に、

医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介

護及び日常生活の世話を行います。 

キ 短期入所               

（ショートステイ） 

 

【主な対象者】 

障がい者（身体･知的･精神）、難病患者、障がい

児で障害支援区分１以上の人 

【サービス内容】 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、

夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等

を行います。 
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(3) 

居

住

系

サ

｜

ビ

ス 

ア 共同生活援助 

（グループホーム） 

  

【主な対象者】 

身体・知的・精神障がい者で、自立支援給付で

日中活動系サービスの利用者、又は、介護を必

要とせず就労している人 

【サービス内容】 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入

浴、排せつ又は食事の介護、その他日常生活の

援助を行います。 

イ 施設入所支援 

  

 

【主な対象者】 

生活介護の対象者。自立訓練・就労移行支援の

利用者で、生活能力上、単身の生活が困難な方

や地域の社会資源の状況から通所が困難な人 

【サービス内容】 

夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等、生活

等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活

上の支援を行います。 

ウ 自立生活援助 

   

【主な対象者】 

障害者支援施設やグループホーム等を利用して

いた障がい者で一人暮らしを希望する人 

【サービス内容】 

定期的に利用者の居宅を訪問し、日常生活等の

確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡

調整等の支援を行います。 

(4) 

相

談

支

援 

ア 計画相談支援 【主な対象者】 

障害福祉サービス又は地域移行支援、地域定着

支援を利用する全ての人 

【サービス内容】 

サービス等利用計画を作成し、障がい者の自立

した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサ

ービス利用に向けて、ケアマネジメントにより

きめ細かく支援を行います。 
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(4) 

相

談

支

援 

イ 地域移行支援 【主な対象者】 

施設に入所している障がい者又は精神科病院に

入院している精神障がい者のうち、地域生活へ

の移行を予定している人 

【サービス内容】 

入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあ

たって支援を要する者に対し、入所施設や精神

科病院等と連携しつつ、地域移行に向けた支援

を行います。 

ウ 地域定着支援 【主な対象者】 

地域移行支援により賃貸住宅等へ帰住した単身

者及び同居している家族により支援を受けられ

ない帰住者 

【サービス内容】 

入所施設や精神科病院から退所・退院した者、

地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継

続していくための支援を行います。 

 

区 分 対象者及びサービス内容 

自 

立 

支 

援 

医 

療 

ア 更生医療 【主な対象者】 

18 歳以上の身体障害者手帳所持者で、人工関節

置換術、ペースメーカー埋込術、腎移植術等に

より、身体障がいの除去･軽減することで、社会

的不利の軽減が見込まれる人 

【サービス内容】 

障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりする

手術等の医療に対して、医療費を給付します。 

イ 育成医療 【主な対象者】 

障がいや将来一定の障がいを残すと認められる

疾病があり、身体障がいの除去･軽減すること

で、社会的不利の軽減が見込まれる 18 歳未満の

児童 

【サービス内容】 

障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりする

手術等の医療に対して、医療費を給付します。 
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     区 分             対象児及びサービス内容           

障

害

児

通

所

給

付 

ア 児童発達支援 【主な対象者】 

集団療育及び個別療育を行う必要があると認めら

れる未就学の児童 

【サービス内容】 

日常生活の基本的動作を習得及び集団生活に適応

することができるよう、療育等の支援を行います。 

イ 医療型児童 

発達支援 

【主な対象者】 

集団療育及び個別療育や治療を行う必要がある上

肢、下肢又は体幹機能の障がいのある未就学の児

童 

【サービス内容】 

児童発達支援及び治療等の支援を行います。 

ウ 放課後等 

デイサービス 

【主な対象者】 

放課後及び長期休暇中に、療育等の支援が必要で

あると認められる就学中の児童 

【サービス内容】 

就学中の障がい児等へ、放課後や長期休暇中にも、

生活能力向上のため継続的に療育等の支援を行い

ます。 

エ 保育所等訪問支援 【主な対象者】 

集団生活を営む施設に通う児童であって、集団生

活に適応するために専門的な支援を必要があると

認められる児童 

【サービス内容】 

保育所等において、集団生活に適応するための専

門的な支援を必要とする児童に、 施設を訪問し支

援を行います。 

   

   

補装具 【主な対象者】 

身体障害者手帳所持者又は難病患者 

【サービス内容】 

義足や車椅子等の用具購入に際し、補装具費（購

入費、修理費）の支給をします。 

障害児通所給付 
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 オ 居宅訪問型 

児童発達支援 

【主な対象者】 

重症心身障害児等で、児童発達支援等の障害児通

所支援を受けるために外出することが著しく困難

な障がい児 

【サービス内容】 

障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本

的な動作の指導、知識機能の付与等の支援を行い

ます。 

カ 障害児相談支援 【主な対象者】 

障害児通所給付のサービスを利用する児童 

【サービス内容】 

サービス等利用計画を作成し、障がい児の生活を

支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に

向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援

を行います。 

 

地域生活支援事業 

 

     区 分                     サービス内容及び実施内容                                

(1) 

 

必 

 

須 

 

事 

 

業 

ア 相談支援事業 

（利用者負担なし） 

障がいのある人、その保護者からの相談に応じ、必

要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を

行います。また、自立支援協議会を設置し、地域の

相談体制やネットワークの構築を行います。 

 

【障害者相談支援】 

身体・知的・精神の３障がいに対したケアマネジメ

ントが行える相談体制をつくり、当事者の生活を支

援する仕組みを確保します。 

 

【自立支援協議会】 

相談支援事業により３障がいに対応した地域自立

支援協議会を設置・運営し、関係機関とのネットワ

ーク化を進めていきます。 

 

【相談支援機能強化事業】 

相談支援事業の適正かつ円滑な実施を図るため、専

門的な知識能力を有する職員を配置して相談支援

機能の強化を図ります。 
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【住宅入居等支援事業】 

賃貸契約による一般住宅の入居を希望しているが

入居が困難な障がい者に対し、必要な調整等の支援

を行います。 

イ 成年後見制度 

    利用支援事業 

（利用者負担あり） 

成年後見制度を利用することが有効と認められる

知的・精神障がいのある人に対して、制度の利用を

支援し、権利擁護を図ります。 

 

【成年後見制度利用支援事業】 

低所得者に対し、成年後見の申立てや後見人等の報

酬の全部又は一部を助成することにより、制度の利

用を促進します。 

（助成限度額/月額:在宅 28,000 円、施設入所 18,000 円） 

ウ 意思疎通支援事業 

（利用者負担なし） 

聴覚障がいのある人及び音声・言語機能に障がいの

ある人等とのコミュニケーションを図る際に必要

に応じて、手話通訳者又は要約筆記者を派遣し、聴

覚障がいのある人等の福祉の増進と社会参加の促

進を図ります。 

 

【手話通訳者及び要約筆記者派遣事業】 

病院への通院等、学校・公共、施設等への用務、

冠婚葬祭、社会参加活動等を派遣対象として実施

します。 

エ 日常生活用具 

給付等事業 

（利用者負担あり） 

日常生活用具給付事業 

障がいのある人に対し、特殊寝台等の日常生活用具

を給付、又は貸与することにより、日常生活の便宜

を図ります。 

給付品目・給付基準額は県のガイドラインを参考に

設定し実施します。  （利用者負担金は５％） 

【対象用具】 

① 介護・訓練支援用具 

 特殊寝台や特殊マットなど、障がいのある人の身

体介護を支援する用具や、障がい児が訓練に用い

る椅子などの用具 

② 自立生活支援用具 

 入浴補助用具や聴覚障がい者用屋内信号装置な

ど、障がいのある人の入浴、食事、移動などの自

立生活を支援する用具 
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③在宅療養等支援用具 

電気式たん吸引器など、障がいのある人の在宅療

養等を支援する用具 

④情報・意思疎通支援用具 

点字器など、障がいのある人の情報収集、情報伝

達や意思疎通等を支援する用具 

⑤排泄管理支援用具 

ストーマ用装具など、障がいのある人の排泄管理

を支援する衛生用品 

 

住宅改修費助成事業 

日常生活を営むのに著しく支障のある重度の障が

いのある人が段差解消等住環境の改善を行う場合、

居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を

給付します。 

（利用者負担金は１０％） 

点字図書給付事業 

在宅の視覚障がいのある人に、点字図書を給付する

ことにより、必要な情報の入手が容易にできるよ

う、支援を図ります。 

（自己負担額は一般図書の購入価格相当額） 

オ 手話奉仕員養成事業 聴覚障がいのある人等との交流活動の促進、手話表

現技術を習得した手話奉仕員の養成を行います。 

 

【手話奉仕員養成事業】 

講師資格のある聴覚障がい者・手話通訳者に依頼

し、養成講座を実施します。 

（受講料は無料。テキスト代金等実費負担） 

カ 移動支援事業 

（利用者負担あり） 

 

 

屋外での移動が困難な障がいのある人等について、

外出のための支援を行います。 

 

【外出介護事業】 

指定障害福祉サービス事業者等への委託により

実施します。 

（利用者負担金は５％） 
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キ 地域活動支援 

センター事業 

（利用者負担なし） 

 

障がい等のある人に対し、地域で自立した日常生活

や社会生活を営むことができるよう、社会との交流

促進等を図ることを目的として、創作的な活動又は

生産的な活動の機会及び日中活動の場所を提供し

ます。 

【地域活動支援センター事業】 

 事業者への委託により実施し、利用者の日常生活

から生じる課題に対し、関係機関と連携した支援

を行います。 

(2) 

 

任 

 

意 

 

事 

 

業 

ア 訪問入浴 

サービス事業 

（利用者負担あり） 

家庭の浴槽で入浴することが困難な重度の障がい

のある人に対し、看護師等が移動入浴車により家庭

を訪問して入浴の支援を行います。 

 

【訪問入浴サービス】 

指定障害福祉サービス事業者等への委託により

実施します。         

（利用者負担金は５％） 

イ 日中一時支援事業 

（利用者負担あり） 

 

障がいのある人の日中活動の場を確保し、障がいの

ある人を日常的に介護している家族の一時的な休

息を図ります。 

 

【日中一時支援事業】 

 指定障害福祉サービス事業者等への委託により

実施します。 

（利用者負担金は５％） 
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７ 第５期障がい福祉計画（第１期障がい児福祉計画）の総括 

 

（１）第５期障がい福祉計画（第１期障がい児福祉計画）のサービス見込量と実績

（1８～20 ページ） 

第５期計画における、サービス見込量と実績の差異の主な理由は次のとおり

です。 

ア 訪問系サービスについては、利用者のニーズに対応するため複数の事業所

により支援するなど、事業所間の連携が必要となっています。また利用者数

については、介護保険制度との併用が可能な障がい者（６５歳以上の高齢者

等）の介護保険サービスへの移行のほか、コロナ禍における外出自粛等の影

響もあり、見込値を下回る結果となりました。 

イ 日中活動系サービスについては、サービスによっては見込みを大きく上回

っている事業や大きく下回っている事業もありますが、日中活動系サービス

全体では、概ね見込みどおりとなりました。 

ウ 居住系サービスについては、施設入所者の自然減等はあるものの、サービ

ス全体では、概ね見込みどおりとなりました。 

  エ 障害児通所給付については、放課後等デイサービスのサービス提供事業所 

の開設等により、サービス全体では見込みを大きく上回る数値となりました。 

 

（２）現状の課題と今後の方向性 

障害福祉サービスの利用については、障害者総合支援法が施行され、障がい

の種別（身体・知的・精神・難病等）にかかわらず、障がいのある人が必要と

するサービスを利用できるようになりましたが、実際には支援の専門性、設備

の問題などから、日中活動系・居住系サービスについては障がい種別を限定し

事業を行っている事業所がほとんどです。 

このため施設整備が進んだ分野については利用者が増加していますが、サー

ビスによっては利用できる施設が充分でなく、不足する施設の整備が課題とな

っています。 

また、訪問系サービスにつきましては、市内の事業所数が減少したことによ

り、サービスが行き届かなくなる状況が伺えるため、必要な方に安定したサー

ビスが提供できるよう、課題等の把握のほか、事業者との連携をより強化して

いく必要があると考えます。 

 

ア 施設入所について 

施設入所については、入所者本人の意思を尊重しながら、施設における集

団生活から地域移行を進めてきましたが、施設退所後、地域で自立した生活

のためには、多くの支援が必要になることから、地域移行が難しい状態にあ

ります。今後は、地域移行の推進を図るため、一般企業への就労支援の他、

日中活動の場を提供する日中活動系サービス施設の整備も求められます。 
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イ 共同生活援助(グループホーム)について 

障がいのある人が住み慣れたまちで、その人らしく自立した生活を送ること

ができるように、施設の整備に取り組んできました。 

今後も、施設整備について、必要に応じ知的障がいや精神障がいの専門性を

持った法人等と協議を進めます。 

  ウ 障害児通所給付について 

    障害児通所給付については、放課後等デイサービスの利用者が年々増加し

ており、この傾向は続くことが見込まれます。 

    今後についても、児童発達支援や保育所等訪問支援等と合わせ、障がいの

状況に応じたきめ細かな支援が提供できる体制づくりが求められます。 

  エ 相談支援体制の充実 

    障がい者が自立して自らが望む暮らしを実現するためには、サービスの適

切な利用を支え、ニーズや課題等にも対応する相談支援体制の構築が重要に

なってくることから、基幹相談支援センターや相談支援専門員の育成、適正

配置等を進めます。 

 

（３）第５期計画の見込量（計画値）と実績 

自立支援給付 

【訪問系サービス】 
   30 年度 R1 年度 R2 年度 

居宅介護、重度訪問介

護、行動援護、同行援

護、重度障害者等包括

支援 

見込 

利用者数 （人） ６４ ６７ ７０ 

利用量／人 （時間） １２ １２ １２ 

見込量 A （時間分） ７６８ ８０４ ８４０ 

実績 

利用者数 （人） ６２ ５７ ５１ 

利用量／人 （時間） １０ １０ １２ 

ｻｰﾋﾞｽ利用量 B （時間分） ６０４ ５８７ ６１２ 

増減 増減（Ｂ-Ａ） （時間分） △１６４ △２１７ △２２８ 

【日中活動系サービス】      

生活介護 

見込 

（通所）利用者数 （人） １０９ １２０ １２１ 

 （通所）利用量 （日） ２０ ２０ ２０ 

 （入所）利用者数 （人） ７０ ６５ ６７ 

 （入所）利用量 （日） ２０ ２０ ２０ 

  見込量 A （人日分） ３，５８０ ３，７００ ３，７６０ 

  

実績 

（通所）利用者数 （人） １０５ １０８ １１8 

  （通所）利用量 （日） ２０ ２０ ２０ 

 （入所）利用者数 （人） ６９ ６４ ６３ 

 （入所）利用量 （日） ２０ ２０ ２０ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B （人日分） ３，５０２ ３，４３１ ３，６９１ 

  増減 増減（Ｂ-Ａ） （人日分） △７８ △２６９ △６９ 

自立訓練（機能訓練） 

見込 

利用者数 （人） １ １ １ 

 利用量／人 （日） ８ ８ ８ 

  見込量 A （人日分） ８ ８ ８ 

  

実績 

利用者数 （人） １ ０ ０ 

  利用量／人 （日） １５ ０ ０ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B （人日分） ５ ０ ０ 

  増減 増減（Ｂ-Ａ） （人日分） △３ △８ △８ 
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自立訓練（生活訓練）  

見込 

利用者数 （人） １０ １０ １０ 

 利用量／人 （日） １６ １６ １６ 

  見込量 A （人日分） １６０ １６０ １６０ 

  

実績 

利用者数 （人） １３ ３ ６ 

  利用量／人 （日） １８ １７ ２７ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B （人日分） ２３７ ４９ １６０ 

  増減 増減（Ｂ-Ａ） （人日分） ７７ △１１１ ０ 

就労移行支援  

見込 

利用者数 （人） １９ １９ ２２ 

 利用量／人 （日） １８ １８ １８ 

  見込量 A （人日分） ３４２ ３４２ ３９６ 

  

実績 

利用者数 （人） １９ １４ ２０ 

  利用量／人 （日） １６ １５ １５ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B （人日分） ２９５ ２４６ ３０４ 

  増減 増減（Ｂ-Ａ） （人日分） △４７ △９６ △９２ 

就労継続支援 A 型 

見込 

利用者数 （人） １１ １２ １２ 

（雇用型） 利用量／人 （日） ２０ ２０ ２０ 

  見込量 A （人日分） ２２０ ２４０ ２４０ 

  

実績 

利用者数 （人） ９ ８ １３ 

  利用量／人 （日） １８ １９ ２０ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B （人日分） １６１ １７１ ２５９ 

  増減 増減（Ｂ-Ａ） （人日分） △５９ △６９ １９ 

就労継続支援 B 型 

見込 

利用者数 （人） １５８ １７０ １７９ 

（非雇用型） 利用量／人 （日） １７ １７ １７ 

  見込量 A （人日分） ２，６８６ ２，８９０ ３，０４３ 

  

実績 

利用者数 （人） １６７ １９６ ２０２ 

  利用量／人 （日） １８ １８ １８ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B （人日分） ２，９５７ ３，４６２ ３，６４２ 

  増減 増減（Ｂ-Ａ） （人日分） ２７１ ５７２ ５９９ 

就労定着支援 見込 見込者数 A （人分） １ １ １ 

 実績 実利用者数 B （人分） １ ２ ０ 

 増減 増減（Ｂ-Ａ） （人分） ０ １ △１ 

療養介護 見込 見込者数 A （人分） ６ ７ ７ 

  実績 実利用者数 B （人分） ６ ７ ８ 

  増減 増減（Ｂ-Ａ） （人分） ０ ０ １ 

短期入所 

見込 

(福祉型)利用者数 （人） ２６ ２８ ２８ 

 (福祉型)利用量 （日） １０ １０ １０ 

 (医療型)利用者数 （人） ２ ２ ２ 

 (医療型)利用量 （日） ７ ７ ７ 

  見込量 A （人日分） ２７４ ２９４ ２９４ 

  

実績 

(福祉型)利用者数 （人） ２１ ２５ ２５ 

  (福祉型)利用量 （日） ９ ９ 10 

 (医療型)利用者数 （人） １ １ ２ 

 (医療型)利用量 （日） ４ ２ ２ 

  ｻｰﾋﾞｽ利用量 B （人日分） １８９ ２０３ ２６６ 

  増減 増減（Ｂ-Ａ） （人日分） △８５ △９１ △２８ 

日中活動系サービス

全体の利用者数 

見込 見込者数 A （人分） ４１３ ４３５ ４５０ 

実績 実利用者数 B （人分） ４１２ ４２８ ４５７ 

増減 増減（Ｂ-Ａ） （人分） △１ △７ ７ 

       

【居住系サービス】       

共同生活援助 見込 見込者数 A （人分） ３２ ３３ ３４ 

（グループホーム） 実績 実利用者数 B （人分） ２５ ３６ ４０ 

 増減 増減（Ｂ-Ａ） （人分） △７ ３ ６ 
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障害児通所給付 

(注１) 各サービスの利用者数、利用量については、各年度の実数値より月平均の数値を算出し記載 

(注２) サービス利用量については、各年度の実数値を算出し記載 
(注 3) 令和 2年度の実績については、前年度末の実績に当該年度に増減が見込まれる数値を加算し算出 

 

施設入所支援 見込 見込者数 A （人分） ７０ ６５ ６７ 

  実績 実利用者数 B （人分） ７２ ６７ ６４ 

  増減 増減（Ｂ-Ａ） （人分） ２ ２ △３ 

自立生活援助 見込 見込者数 A (人分） １ ２ ３ 

 実績 実利用者数 B (人分） ０ ０ １ 

 増減 増減（Ｂ-Ａ） (人分） △１ △２ △２ 

       

【相談支援】       

計画相談支援 見込 見込者数 A （人分） ４８３ ４９３ ５０３ 

（サービス利用計画作成） 実績 実利用者数 B （人分） ４８９ ４９８ ４９９ 

  増減 増減（Ｂ-Ａ） （人分） ６ ５ △４ 

地域相談支援 見込 見込者数 A （人分） ３ ３ ４ 

（サービス利用計画作成） 実績 実利用者数 B （人分） １ １ ０ 

 増減 増減（Ｂ-Ａ） （人分） △２ △２ △４ 

【障害児通所給付】   30 年度 R1 年度 R2 年度 

児童発達支援 

見込 

利用者数Ａ （人分） １０５ １１０ １１３ 

 利用量／人 （日） ４ ４ ４ 

 見込量 A （人日分） ４２０ ４４０ ４５２ 

 

実績 

実利用者数Ｂ （人分） １０２ ９０ ９１ 

 利用量／人 （日） ４ ５ ４ 

 ｻｰﾋﾞｽ利用量 B （人日分） ４０８ ４５０ ３７８ 

 増減 増減（B-Ａ） （人分） △１２ １０ △７４ 

医療型 

見込 

利用者数Ａ （人分） ０ ０ ０ 

児童発達支援 利用量／人 （日） ０ ０ ０ 

 見込量 A （人日分） ０ ０ ０ 

 

実績 

実利用者数Ｂ （人分） ０ ０ ０ 

 利用量／人 （日） ０ ０ ０ 

 ｻｰﾋﾞｽ利用量 B （人日分） ０ ０ ０ 

 増減 増減（B-Ａ） （人分） ０ ０ ０ 

放課後等デイサービス 

見込 

利用者数Ａ （人分） １０９ １２４ １３５ 

 利用量／人 （日） １０ １０ １０ 

 見込量 A （人日分） １，０９０ １，２４０ １，３５０ 

 

実績 

実利用者数Ｂ （人分） １２８ １５８ ２２０ 

 利用量／人 （日） １１ １１ ８ 

 ｻｰﾋﾞｽ利用量 B （人日分） １，４０８ １，７３８ １，７５４ 

 増減 増減（B-Ａ） （人分） ３１８ ４９８ ４０４ 

保育所等訪問支援 

 

 

見込 利用者数Ａ （人分） ２ ３ ４ 

実績 実利用者数Ｂ （人分） ０ １ ０ 

増減 増減（B-Ａ） （人分） △２ △２ △４ 

居宅訪問型 

見込 

利用者数Ａ （人分） ０ １ １ 

児童発達支援 利用量／人 （日） ０ １ １ 

 見込量 A （人日分） ０ １ １ 

 

実績 

実利用者数Ｂ （人分） ０ ０ ０ 

 利用量／人 （日） ０ ０ ０ 

 ｻｰﾋﾞｽ利用量 B （人日分） ０ ０ ０ 

 増減 増減（B-Ａ） （人分） ０ △１ △１ 

障害児相談支援 見込 利用者数Ａ （人分） ２５５ ２７０ ２８１ 

 実績 実利用者数Ｂ （人分） ２７２ ２７９ ３１１ 

 増減 増減（B-Ａ） （人分） １７ ９ ３０ 
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８ 第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画について 

 

（１）令和５年度の目標値等 

障がいのある人の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といっ

た課題に対応するとともに、障がい児支援の提供体制等を整備する必要があり

ます。この計画においては、令和５年度を目標年度として、国の指針を踏まえ

た上で、第５期計画の実績や地域の実情に応じて、次のような目標数値等を設

定します。 

 

ア 施設入所者の地域生活への移行 

【目標値の設定】 

  国は、令和５年度末における地域生活に移行する者の数値を設定するにあたり、

令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活に移行し、施設入所者の

1.6％以上の削減を基本に、地域の実情やこれまでの実績を踏まえて設定するよ

う求めています。 

 

（ア）入所者数（Ａ）の数値について、令和 2 年３月末を基準日として、令和５

年度の目標値を設定することとされており、令和２年 3 月末の入所者数は、

６４人となっております。 

（イ）削減の見込み（B－A）については、国の指針は令和 2 年 3 月末時点の入

所者数 1.6％削減であり、地域移行が見込まれるものや通過施設を利用する

ものなどを見込み、国の方針に合わせ、１人減の 6３人と設定しました。 

（ウ）地域生活移行数は、令和２年 3 月末に入所施設に入所しているもので地域

移行が見込まれるもの１人と、新たに通過施設に入所するもの３人を移行者

として見込み４人に設定しました。 

    項  目          数 値 考 え 方 

入所者数（Ａ） ６４人 令和２年３月末の数 

令和５年度 

入所者数（Ｂ） 
６３人 令和５年度末時点の利用人数を見込む 

【目標値】 

削減見込 （Ｂ－Ａ） 
△１人 差引増減見込数 

【目標値】 

地域生活移行数 
４人 

令和５年度末までに施設から地域移行する

者の数（累計） 

◆ 施設入所待機者数 ２１人（令和 2 年 3 月 31 日現在） 
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イ 地域生活支援拠点等における機能の充実 

 国は、障がいのある人に対し、相談、緊急時の受入・対応等の地域生活を支援

する機能の集約等を行う拠点を、市内又は圏域に１つの拠点等を確保しつつ、そ

の機能充実のため、年１回以上運用状況を検証、検討するよう求めています。 

 本市では、令和元年度に中遠地域自立支援協議会袋井支部において制度の概要

等について共有化を図ったことから、今後、地域生活支援拠点の整備について検

討を進めます。 

 

ウ 福祉施設から一般就労への移行等 

① 福祉施設から一般就労への移行 

【目標値の設定】 

  令和５年度の年間一般就労移行者数１６人は、国の指針に合わせ、令和元年度

実績の 1.27 倍以上に求められておりますが、②、③及び④を合算した数値とし、

1.4５倍以上に設定しました。 

【福祉施設から一般就労への移行】 

    項  目          数 値 考 え 方 

基準年度 

一般就労者数（Ａ） 
１１人 

令和元年度において福祉施設を退所し、一

般就労した人の数 

【目標値】 

令和５年度の年間 

一般就労者数 

１６人 
令和５年度において福祉施設を退所し、一

般就労した人の数 

 

② 就労移行支援事業所から一般就労への移行 

【目標値の設定】 

  令和５年度の年間一般就労移行者数のうち、就労移行支援事業所から一般就労

者数７人は、国の指針に合わせ、令和元年度実績の 1.30 倍以上に設定しました。 

【就労移行支援事業所から一般就労への移行】 

    項  目          数 値 考 え 方 

基準年度 

就労移行支援事業所から

の一般就労者数（A） 

５人 
令和元年度において就労移行支援事業所か

ら一般就労した人の数 

【目標値】 

令和５年度の 

一般就労者数（Ｃ） 

７人 令和５年度末時点の一般就労者数を見込む 

 

③ 就労継続支援 A 型事業所から一般就労への移行 

【目標値の設定】 

 国の指標では、令和元年度実績の 1.26 倍以上が就労継続支援 A 型事業所から 

一般就労となるよう求めております。 
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この度、市内に就労継続支援 A 型事業所が設置され、既に、袋井市在住の利用

者もいることから、今後においても、利用者の増加が想定されるため、令和５年

度における一般就労者数を新たに設定しました。 

【就労継続支援 A 型事業所から一般就労への移行】 

    項  目          数 値 考 え 方 

基準年度 

就労継続支援A型事業所

からの一般就労者数（A） 

０人 
令和元年度において就労継続支援 A 型事業

所から一般就労した人の数 

【目標値】 

令和５年度の 

一般就労者数（Ｃ） 

１人 令和５年度末時点の一般就労者数を見込む 

 

④ 就労継続支援Ｂ型事業所から一般就労への移行 

【目標値の設定】 

   令和５年度の年間一般就労移行者数のうち、就労継続支援 B 型事業所からの

一般就労者数８人は、国の指針に合わせ、令和元年度実績の 1.23 倍以上に設定

しました。 

【就労継続支援Ｂ型事業所から一般就労への移行】 

    項  目          数 値 考 え 方 

基準年度 

就労継続支援 B 型事業所

からの一般就労者数（A） 

６人 
令和元年度において就労継続支援 B 型事業

所から一般就労した人の数 

【目標値】 

令和５年度の 

一般就労者数（Ｃ） 

８人 令和５年度末時点の一般就労者数を見込む 

 

エ 就労定着支援事業における就労定着率 

【目標値の設定】 

 国の指針では、一般就労に移行する者のうち、７割以上が就労定着支援事業を利

用することとし、また、就労定着支援事業所全体の７割以上が、就労定着率８割以

上となるよう求めています。 

 【就労定着支援事業利用者数】 

項  目 数 値 考 え 方 

令和５年度の年間 

一般就労見込 
１６人 ウ－①の目標値 

【目標値】 

一般就労者のうち就労定

着支援事業利用者数 

１２人 
令和５年度末時点の就労定着支援事業利用

者数の７割以上を見込む 
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 【就労定着率について】 

項  目 数 値 考 え 方 

就労定着支援事業者数 ２箇所 令和２年３月末の事業者数 

【目標値】 

就労定着率８割以上の事

業者数 

２箇所 
令和５年度末時点における事業者数を見込

む 

 

オ 障がい児通所支援等の地域支援体制の整備 

（ア）国は、児童発達支援センターを市内又は圏域で１カ所以上設置することを求

めていることから、設置に向けた検討を行います。 

 

（イ）国は、保育所等訪問支援を利用できる体制の構築を求めています。本市では、

保育所等訪問支援を利用できる体制が整っておりますが、市内には、同支援を

実施する事業所がないことから、より利用しやすい体制を整えるため、事業所

等に働きかけを行います。 

 

（ウ）国は、主に重症心身障害児を支援する発達支援事業所及び放課後等デイサー

ビス事業所を市内又は圏域に１カ所以上確保するよう求めています。 

本市では、重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス

を行う事業所が確保されています。 

 

（エ）国は、医療的ケア児支援のため、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関

係機関等が連携を図るための協議の場を市又は圏域で設置するとともに、医療

的ケア児等に関するコーディネーターを配置するよう求めています。 

   本市では、中東遠圏域自立支援協議会の重心部会において協議の場を設置し

ていることから、コーディネーターの配置についても、同協議会において検討

してまいります。 

 

カ 相談支援体制の充実・強化等 

国は令和５年度末までに、市内又は圏域において相談支援体制の充実・強化等 

に向けた取り組みの実施体制を確保するよう求めています。 

本市では、中遠地区自立支援協議会袋井支部において相談業務の現状、課題、 

支援方法等の情報共有を図り、課題解決、支援体制の強化に取り組みます。  

 

キ 障害福祉サービス等の質の向上を図るための取り組みに係る体制の構築 

国は令和５年度末までに、県又は市においてサービスの質の向上を図るための 

取り組みに係る体制の構築を求めています。 
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本市では中遠地区自立支援協議会袋井支部において利用者が求めるサービスの 

現状、課題提供方法の情報共有を図り、課題解決、適切なサービス提供に取り組 

みます。 

 

（２）自立支援給付に係るサービスの見込量 

   障害福祉サービスの見込量については、第５期計画の実績をもとに、利用す

ると思われるサービス種別ごとに人数を積み上げました。 

また、新たに整備される施設のサービス種別ごとに利用者数を勘案し、事業所

にアンケート調査を行ない、地域の実情などを踏まえ現状を反映した見込量とし

ました。 

 

ア 訪問系サービス 

【必要な量の見込（月当たり）】 

項 目 区 分 R３年度 R4 年度 R5 年度 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護・同行援護 

重度障害者等包括支援 

利用者数      ５２人 ５５人 ６０人 

利用量 １２時間   １２時間 １２時間 

 

サービス見込量 

 

624 時間分 

 

660 時間分 

 

720 時間分 

【サービス見込量の設定】 

（ア）利用者数は、平成３０年度から令和元年度の利用者数等の実績のほか、コ

ロナ禍の影響等により減少傾向にあった訪問系サービスが、今後は徐々に回

復傾向となる事を見込み、微増による目標設定と致しました。 

（イ）利用量１２時間は、実績を踏まえ設定しました。 

【サービス見込量に対応するための方策】 

（ア）相談支援事業所がサービス等利用計画書を作成し、総合的な支援方針や解

決すべき課題を踏まえ、適切なサービスを利用者に提供できるように努めま

す。 

（イ）障がいのある人が地域で自立した生活が送れるよう、指定障害福祉サービ

ス事業者と連携を図り、多様な訪問系サービスの実施に努めます。 

また、精神障がいのある人や重度障がいのある人に対するサービス実施主

体は現状少ないため、介護保険サービスの提供事業者の障がい福祉分野への

参入促進を働きかけ、サービス提供体制の拡充に努めます。 

（ウ）サービス提供事業者に対し各種講習等の情報提供を行い、より質の高いサ

ービスが提供できるように努めます。 
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 イ 日中活動系サービス 

【必要な量の見込（月当たり）】 

項 目 区 分 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

日中活動系サー

ビス全体の見込量 

サービス見込量    

4９２人分 

  

５３５人分 

    

５８１人分 

 

生活介護 
通所 

利用者数 １２１人  1２６人       1３３人 

利用量      20 日    20 日      20 日 

入所 
利用者数 ６４人 ６４人 ６３人 

利用量 20 日 20 日 20 日 

合計 
サービス見込量 3,771 

人日分 

3,871 

人日分 

3,991 

人日分 

 

自立訓練 

 (機能訓練) 

利用者数    1 人     1 人         1 人 

利用量      8 日    8 日      8 日 

サービス見込量 ８人日分 ８人日分 ８人日分 

 

自立訓練 

 (生活訓練) 

利用者数    ９人   10 人        12 人 

利用量      27 日    27 日       27 日 

サービス見込量 241 人日分 268 人日分 322 人日分 

 

就労移行支援 

利用者数    22 人    27 人        26 人 

利用量      15 日    15 日      15 日 

サービス見込量 334 人日分 409 人日分 394 人日分 

 

就労継続支援 

(Ａ型＝雇用型) 

利用者数   20 人    27 人        34 人 

利用量      20 日    20 日      20 日 

サービス見込量 399 人日分 539 人日分 679 人日分 

 

就労継続支援 

(B型＝非雇用型) 

利用者数  216 人  237 人       265 人 

利用量      18 日   18 日      18 日 

サービス見込量 3,894 

人日分 

4,272 

人日分 

4,776 

人日分 

就労定着支援 利用者数 ４人 ８人 12 人 

療養介護 サービス見込量 ８人分 ８人分 ８人分 

短期入所 

福祉型 
利用者数   25 人    25 人        25 人 

利用量      10 日   10 日      10 日 

医療型 
利用者数    ２人    2 人        ２人 

利用量      ４日   ４日      ４日 

合計 サービス見込量 266 人日分 266 人日分 266 人日分 

【サービス見込量の設定】 

（ア）令和元年度実績等を踏まえ、サービスの利用者となる人を個別に検討し、利

用するであろうサービス種別ごとに人数を積み上げるとともに、新たに整備さ
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れた施設のサービス種別ごとに利用数を加算し、地域の実情などを踏まえ現状

を反映した見込量を算出しました。 

（イ）利用量については、各サービス毎の平均利用日数を勘案し設定しました。 

【サービス見込量に対応するための方策】 

（ア）地域全体で障がいのある人を支える力を高める観点から、引き続き、中遠

地域自立支援協議会等を活用し、障がい者関係団体、福祉サービス事業者、

保健、医療関係者等の連携を図ります。 

（イ）介護保険施設の活用により、日中活動系事業が実施できないかなど、高齢

者関係事業者と連携を図り、多様な日中活動系サービスの実施主体の確保に

努めます。 

（ウ）国･県･市の助成制度や、民間福祉団体の助成制度などをＰＲし、事業者の

施設整備を支援します。 

（エ）障がいのある方や家族が気軽に相談でき、利用者のニーズを把握してサー

ビスに繋げることができる一般相談支援事業所のＰＲに努めます。 

（オ）福祉施設等における障がい者の仕事の確保のため、授産製品のＰＲや販売

に協力するとともに、福祉施設等からの物品や役務の調達の拡大に努めます。 

 

ウ 居住系サービス 

【必要な量の見込（月当たり）】 

項 目 区 分 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 
利用者数 ４０人 ４０人 ５０人 

施設入所支援 利用者数 ６４人 ６４人 ６３人 

自立生活援助 利用者数 1 人 １人 １人 

【サービス見込量の設定】 

（ア）共同生活援助(グループホーム)のサービス見込量は、これまでの実績等を踏

まえ、在宅等からの新たな利用者数を見込み設定しました。 

（イ）施設入所支援のサービス見込量は、通過施設利用者数や令和元年３月の入

所実績に、地域移行できる利用者や通過施設の利用者数等を見込み設定しま

した。 

（ウ）自立生活援助の利用者数は、新たな事業で実績がないことから、毎年１人

が利用するものと見込みました。 

【サービス見込量に対応するための方策】 

（ア）障がいのある人が安心して病院や施設から、グループホームに移行できる

よう、相談支援事業所、医療機関や運営法人などと連携を図ります。 

（イ）施設入所支援については、静岡県指定障害者支援施設入所利用調整要綱に

より、家族等の介護や居宅サービスによる支援だけでは地域生活が困難であ

り、施設入所支援の必要性・緊急性が高い障がいのある人の受け入れを優先

していきます。 

（ウ）自立生活援助については、事業所等への働きかけを行い参入の促進を図ります。 
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エ その他のサービス 

【必要な量の見込（年当たり）】 

項 目 区 分 R３年度 R４年度 R5 年度 

計画相談支援 

(サービス利用計画作成) 
利用者数 509 人 519 人 529 人 

地域相談支援 

(サービス利用計画作成) 
利用者数 １人 １人 ２人 

【サービス見込量の設定】 

サービス計画の作成については、障害福祉サービスを利用するすべての人が

対象であるため、各年度の新たなサービス利用者を見込み計画相談支援の人数

を推計しました。 

  また、精神科病院の退院予定者等で地域移行支援を必要とする人を見込み地

域相談支援の人数を推計しました。 

（ア）生活全般に係る相談、サービス利用計画の作成に関する業務を担当するこ

とから、引き続き、これに対応できる体制の確保に努めます。 

（イ）医療機関（入院）や福祉施設（通過型）から、地域での生活へスムーズに

移行し、定着できるよう支援します。 

 

オ 相談支援体制の強化・充実 

【必要な量の見込（年当たり）】 

第６期の活動指標 R３年度 R４年度 R5 年度 

相談支援事業者への指導・助言回数 ２回 ２回 ２回 

人材育成のための支援の回数 １回 １回 １回 

相談支援機関との連携強化の取り

組みの実施 
12 回 12 回 12 回 

【サービス見込量の設定】 

相談支援体制の強化・充実のための取り組みにあたって、本市の取り組みとして 

は、関係機関及び各事業所との連携をより充実させるため、現在、既に行われて 

いる報告会等の実施回数を活用しております。 

【サービス見込量に対応するための方策】 

（ア）相談支援事業者への指導・助言回数については、各事業所からの報告書の 

内容に基づき、市は相談支援事業者と情報を共有し現状確認を行っていきま 

す。また、課題等があれば必要に応じて指導や助言を行っていきます。 

（イ）人材育成のための支援の回数については、連絡会等を開催し、市からの制

度説明や困難ケースの事例検討などを実施することで、各事業所の相談員の

スキルアップの支援を図っていきます。 

（ウ）相談支援機関との連携強化の取り組みについては、既に行われている各事

業所による報告会等の内容の充実を図り、更なる連携強化を図っていきます。 
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カ 地域生活拠点等の機能の充実に向けた検証及び検討 

【必要な量の見込（年当たり）】 

第６期の活動指標 

拠点等の整備、機能充実に向けた検証

及び検討を行う場の名称 
中遠地区自立支援協議会袋井支部 

上記検証及び検討の年間実施回数 
R３年度 R４年度 R5 年度 

２回 ２回 ２回 

【サービス見込量の設定】 

本市における地域生活支援拠点の整備等については、先進事例等を含めた中 

で検討を行なっていくこととしておりますが、その検討の場については、中 

遠地区自立支援協議会袋井支部を検討の場として位置付けることとしました。 

【サービス見込量に対応するための方策】 

 拠点等の整備、機能充実に向けた検証等、必要に応じて意見を伺います。 

 

キ 発達障がい者（児）支援関係 

【必要な量の見込（年当たり）】 

第６期の活動指標 

ペアレントトレーニングやペアレントプロ

グラム等の支援プログラム等の受講者数 

R３年度 R４年度 R5 年度 

１人 １人 １人 

ペアレントメンターの人数 
R３年度 R４年度 R5 年度 

１人 １人 １人 

ピアサポートの活動への参加人数 
R３年度 R４年度 R5 年度 

１人 １人 １人 

【サービス見込量の設定】 

 現在、本市において対象となる者はおりませんが、中東遠圏域における基本整

備の促進に合わせ、本市においても各人材の育成に向け、新たに１人を目標値と

して設定しました。 

【サービス見込量に対応するための方策】 

 現在、中東遠圏域において課題等を共有し、支援に向けて基本的な整備方針の

検討をを進めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ペアレントトレーニングとは 

子どもの行動変容を目的として、親がほめ方や指示などの具体的な養育スキルを獲得すること 

★ペアレントプログラムとは 

 育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者などを支援するプログラム 

★ペアレントメンターとは 

自らも発達障がいのある子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受けた親 

★ピアサポートとは 

同じ症状や悩みを持ち、同じような立場にある仲間が、体験を語り合い、回復を目指す取り組み 
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ク 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 国は、精神障がいのある人が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしを

することができるよう、市又は圏域ごとに保健・医療・福祉関係者による協議の

場を設置するよう求めています。 

本市では、中東遠圏域自立支援協議会の地域移行・地域定着部会を協議の場と 

して位置づけてまいります。 

 

ケ 障害福祉サービス等の質の向上 

【必要な量の見込（年当たり）】 

第６期の活動指標 

相談支援従事者初任者研修の参加人数 
R３年度 R４年度 R5 年度 

１人 １人 １人 

障害支援区分認定調査員研修の参加人

数 

R３年度 R４年度 R5 年度 

２人 ２人 ２人 

【サービス見込量の設定】 

活動指標は、県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他研修への参加 

人数を定めるよう求めております。 

（相談支援従事者初任者研修） 

 本研修は、相談支援専門員になるための研修であり、相談業務の質の向上のた 

め、職員が研修会へ参加いたします。 

（障害支援区分認定調査員研修） 

本市では、人事異動等新たに配属となった職員は、認定調査を行うための資格 

として受講が必須となりますので、今後見込まれる人数を設定しました。 

【サービス見込量に対応するための方策】 

障がい福祉を担当する職員は、少なくとも１人以上が受講し、認定調査のほか、 

相談業務にあたる、職員のスキルアップを図ります。 

また、係内における調査内容の情報共有化を図り、より適切なサービスの提供 

に繋げることとします。 
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（３）障害児通所給付に係るサービスの見込量 

 【必要な量の見込（月当たり、相談支援のみ年当たり）】 

項 目 区 分 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

児童発達支援 利用者数 91 人 94 人 98 人 

利用量 ４日 ４日 ４日 

サービス見込量 ３７８ 

人日分 

３９０ 

人日分 

４０６ 

人日分 

医療型児童発達

支援 

利用者数 ０人 ０人 ０人 

利用量 ０日 ０日 ０日 

サービス見込量 ０人日分 ０人日分 ０人日分 

居宅訪問型児童

発達支援 

利用者数 ０人 ０人 ０人 

利用量 ０日 ０日 ０日 

サービス見込量 ０人日分 ０人日分 ０人日分 

放課後等 

デイサービス 

利用者数 230 人  243 人     251 人 

利用量     ８日   ８日    ８日 

サービス見込量 1,834 

人日分 

1,924 

人日分 

1,964 

人日分 

保育所等訪問支援 利用者数 １人     ２人        ３人 

障害児相談支援 利用者数  322 人 332 人    345 人 

【サービス見込量の設定】 

サービス見込量はこれまでの実績と令和元年３月の利用者数・利用量を基 

準に、新たな利用者数を見込み設定しました。 

【サービス見込量に対応するための方策】 

保育所等訪問支援等が市内でも利用できるよう、事業所等へ働きかけを行い

ます。 
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（４）地域生活支援事業実施に関する事項 

 

 第５期計画の事業ごとの実績（令和 2 年度は見込数値） 

 

    事  業  名 

Ｈ３０年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 

箇

所 
利用者 

件 数 

箇

所 
利用者 

件 数 

箇

所 
利用者 

件 数 

（１）相談支援事業      

 ア 相談支援事業                

 (ｱ) 一般相談支援事業 ３   ３   ３   

(ｲ) 指定特定相談支援事業 ５  ５  ５  

(ｳ) 地域自立支援協議会 実 施 実 施 実 施 

イ 相談支援機能強化事業 実 施 実 施 実 施 

ウ 住宅入居等支援事業 未実施 未実施 未実施 

（２）成年後見制度利用支援事業    

  成年後見制度利用支援事業  ２  １  １ 

（３）意思疎通支援事業    

 ア 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業  21   22   22 

（４）日常生活用具給付等事業 (件数) (件数) (件数) 

 ア 介護・訓練支援用具  ４  ２  ５ 

イ 自立生活支援用具  10  ７  ７ 

ウ 在宅療養等支援用具  15  ４  ８ 

エ 情報・意思疎通支援用具  38  88  90 

オ 排泄管理支援用具  1,450  1,543  1,550 

カ 住宅改修費助成事業   ３   ０  2 

キ 点字図書給付事業  ３  ２  ３ 

（５）手話奉仕員養成事業    

 ア 手話奉仕員養成事業  22  21  22 

（６）移動支援事業 (時間) (時間) (時間) 

 ア 外出介護事業 15 1,024 15 992 15 1,000 

（７）地域活動支援センター事業    

 ア 基礎的事業 １ 71 １ 61 １ 70 

イ 機能強化事業 １ －  １ －  １ － 

(注１) (4)日常生活用具給付事業の数値は、給付見込み件数を記載。 

(注 2) (5)手話奉仕員養成事業は、養成講習会開催回数を記載。 

(注 3) (6)移動支援事業では、実施見込み箇所数、延べ利用見込み時間数を記載。 
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 第６期計画の事業ごとの見込 

 

    事  業  名 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

箇

所 
利用者 

件 数 

箇

所 
利用者 

件 数 

箇 

所 
利用者 

件 数 

（１）相談支援事業      

 ア 相談支援事業                

 (ｱ)一般相談支援事業 ３  ３  ３  

(ｲ)指定特定相談支援事業 ５  ５  ５  

(ｳ)地域自立支援協議会 実 施 実 施 実 施 

イ 相談支援機能強化事業   実 施 実 施  実 施 

ウ 住宅入居等支援事業 実 施 実 施 実 施 

（２）成年後見制度利用支援事業    

  ア 成年後見制度利用支援事業  ２  ２  ２ 

（３）意思疎通支援事業    

 ア 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業   22   23   24 

（４）日常生活用具給付等事業 (件数) (件数) (件数) 

 ア 介護・訓練支援用具  ５  ５  ５ 

イ 自立生活支援用具  10  10  10 

ウ 在宅療養等支援用具  15  15  15 

エ 情報・意思疎通支援用具  90  90  90 

オ 排泄管理支援用具  1,450  1,470  1,490 

カ 住宅改修費助成事業  ３  ３  ３ 

キ 点字図書給付事業  ５  ５  ５ 

（５）手話奉仕員養成事業       

 ア 手話奉仕員養成事業  25  25  25 

（６）移動支援事業 (時間) (時間) (時間) 

 外出介護事業 12 1,000 12 1,000 12 1,000 

（７）地域活動支援センター事業    

 ア 基礎的事業 １ 75 １ 75 １ 75 

イ 機能強化事業 １ ― １ － １ － 

 (注１) (4)日常生活用具給付事業の数値は、給付見込み件数を記載。 

(注 2) (5)手話奉仕員養成事業は、養成講習開催回数を記載。 

(注 3) (6)移動支援事業では、実施見込み箇所数、延べ利用見込み時間数を記載。 
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【サービス見込量の設定】 

ア 各事業のサービス提供施設の箇所数は近年の増加量等を踏まえて設定しまし

た。 

イ 利用者・件数について、（３）意思疎通支援事業（４）日常生活用具給付等事

業（６）移動支援事業（７）地域活動支援センター事業は令和元年度の利用実

績を踏まえ設定しました。 

ウ 成年後見制度の利用促進を図るため、身寄りがない人などの市長申し立て手

続きや、後見人等への報酬助成制度などを実施するとともに、市民後見人につ

いても育成に努めます。 

 

 

（５） 基盤整備に関する事項 

 

サービスの種類 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

就労継続支援 B 型 １０人 1０人 1０人 

共同生活援助（グループホーム）   10 人 

児童発達支援 １０人   

※施設整備実施希望年度ベースにより計上  

【見込量の設定】 

 事業者へのアンケート調査や各事業所が通所、入所している障がい者の御家族

からの意見などを踏まえ、利用見込みのあるサービス事業について設定しました。 

【見込量確保のための方策】 

社会福祉法人やＮＰＯ法人等と連携を図り、施設整備の実施主体の確保に努め

ます。 



自立支援給付
【訪問系サービス】 H30 R1 R2 R3 R4 R5

利用者数 （人） 62 57 51 52 55 60

利用量／人 （時間） 10 10 12 12 12 12

ｻｰﾋﾞｽ利用量 (時間分） 604 587 612 624 660 720

【日中活動系サービス】

生活介護　　        　　（通所） 利用者数 （人） 105 108 118 121 126 133

（入所） 利用者数 （人） 69 64 63 64 64 63

ｻｰﾋﾞｽ利用量 (人日分） 3,502 3,431 3,691 3,771 3,871 3,991

利用者数 （人） 1 0 0 1 1 1

自立訓練（機能訓練） 利用量／人 （日） 15 0 0 8 8 8

ｻｰﾋﾞｽ利用量 (人日分） 5 0 0 8 8 8

利用者数 （人） 13 3 6 9 10 12

自立訓練（生活訓練） 利用量／人 （日） 18 17 27 27 27 27

ｻｰﾋﾞｽ利用量 (人日分） 237 49 160 241 268 322

利用者数 （人） 19 14 20 22 27 26

就労移行支援 利用量／人 （日） 16 15 15 15 15 15

ｻｰﾋﾞｽ利用量 (人日分） 295 246 304 334 409 394

利用者数 （人） 9 8 13 20 27 34

就労継続支援（A型） 利用量／人 （日） 18 19 20 20 20 20

ｻｰﾋﾞｽ利用量 (人日分） 161 171 259 399 539 679

利用者数 （人） 167 196 202 216 237 265

就労継続支援（B型） 利用量／人 （日） 18 18 18 18 18 18

ｻｰﾋﾞｽ利用量 (人日分） 2,957 3,462 3,642 3,894 4,272 4,776

就労定着支援 利用者数 （人） 1 2 0 4 8 12

療養介護 利用者数 （人） 6 7 8 8 8 8

(福祉型) 利用者数 （人） 21 25 25 25 25 25

短期入所 利用量／人 （日） 9 9 10 10 10 10

(医療型) 利用者数 （人） 1 1 2 2 2 2

利用量／人 （日） 4 2 2 4 4 4

ｻｰﾋﾞｽ利用量 (人日分） 189 203 266 266 266 266

【居住系サービス】

共同生活援助 ｻｰﾋﾞｽ利用量 （人分） 25 36 40 40 40 50

施設入所支援 ｻｰﾋﾞｽ利用量 （人分） 72 67 64 64 64 63

自立生活援助 ｻｰﾋﾞｽ利用量 （人分） 0 0 1 1 1 1

【相談支援】

計画相談支援 利用者数 （人分） 489 498 499 509 519 529

【地域相談支援】
地域移行支援 利用者数 （人分） 0 0 0 1 1 1
地域定着支援 利用者数 （人分） 1 1 0 0 0 1

障害児通所給付

児童発達支援 利用者数 （人分） 102 90 91 91 94 98

医療型児童発達支援 利用者数 （人分） 0 0 0 0 0 0

居宅訪問型児童発達支援 利用者数 （人分） 0 0 0 0 0 0

放課後等デイサービス 利用者数 （人分） 128 158 220 230 243 251

保育所等訪問支援 利用者数 （人分） 0 1 0 1 2 3

障害児相談支援 利用者数 （人分） 272 279 311 322 332 345
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第　５ 期（実績値） 第　６　期（計画値）

居宅介護、重度訪問介護、
行動援護、同行援護、重度
障害者等包括支援

第５期計画実績値と第６期計画値等の比較

資料１
【資料編】



サービス種別 施設・事業所名 所在地 施設数

訪問系サービス
（居宅介護、同行援護等）

ニチイケアセンター袋井
袋井市社会福祉協議会

袋井市新屋
袋井市浅名

2

生活介護

袋井学園
あきは寮
あきは寮あゆみの家分場
風の森
風の街
ケアハウスやくわり
ディアコニア・デイサービス
ワークスつばさ

袋井市広岡
袋井市横井
袋井市堀越
袋井市村松
袋井市堀越
袋井市大野
袋井市山崎
袋井市泉町

8

就労移行支援
はたらき
学び舎 あいまいもこ

袋井市久能
袋井市久能

2

就労継続支援A型 すみれの丘 袋井市栄町 1

就労継続支援Ｂ型

すずらん共同作業所
可睡すずらん共同作業所
なごみかぜ工房
さわや家
NAGOMIカフェ
ワークショップやくわり
はたらき
すこやかワーク
うぃず
つながり
ファミール
いぶき
学び舎 あいまいもこ
ワークスつばさ

袋井市久能
袋井市久能
袋井市小山
袋井市小山
袋井市堀越
袋井市大野
袋井市久能
袋井市旭町
袋井市浅羽
袋井市国本
袋井市中
袋井市山崎
袋井市久能
袋井市泉町

14

就労定着支援
はたらき
学び舎 あいまいもこ

袋井市久能
袋井市久能

2

短期入所

袋井学園
あきは寮
風の駅壱番館
あぽろん
ディアコニア・ショートステイ
ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙｰﾎｰﾑ袋井深見

袋井市広岡
袋井市横井
袋井市田町
袋井市久能
袋井市山崎
袋井市深見

6

共同生活援助

オランチ
はなきりん
風の駅壱番館
あぽろん
グループホームからし種
ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙｰﾎｰﾑ袋井深見

袋井市泉町等6カ所

袋井市小山
袋井市田町
袋井市久能
袋井市川井
袋井市深見

6

施設入所支援
袋井学園
あきは寮

袋井市広岡
袋井市横井

2

市内障害福祉サービス等提供施設一覧

令和２年９月現在

資料 ２
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サービス種別 施設・事業所名 所在地 施設数

計画相談支援
障害児相談支援

袋井いろいろ
風の窓
めいわラック
未来サポート
ファミリア

袋井市久能
袋井市小山
袋井市泉町
袋井市方丈
袋井市国本

5

地域相談支援（地域移行
支援・地域定着支援）

ふう
ごん太

袋井市堀越
袋井市浅羽

2

児童発達支援
すこやか国本
きらり
はぐくみ

袋井市国本
袋井市堀越
袋井市高尾

3

放課後等デイサービス

なばな
ひまわり 浅羽校
ひまわり 袋井南中前校
ひまわり 袋井駅前校
ひまわり 袋井山梨校
アソベル袋井
アソベルあさひ町
アソベル久能
アソベル袋井駅前
すこやか国本
すこやか旭
すこやか山梨
きらり
子どもハウスＵＬＵ西同笠

袋井市久能
袋井市浅羽
袋井市大門
袋井市高尾町
袋井市下山梨
袋井市旭町
袋井市旭町
袋井市久能
袋井市三門町
袋井市国本
袋井市旭町
袋井市下山梨
袋井市堀越
袋井市西同笠

14

市内障害福祉サービス等提供施設一覧
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資料３ 

計画策定の経過 

年度 日付 会議名等 内容 

令和２年度 

令和２年７月１日か

ら令和２年７月３１

日まで 

第６期障がい福祉計画

等策定に伴うアンケー

ト調査 

中遠地域各事業所へ発送 

（袋井市、磐田市、森町） 

◎相談支援事業所 

18事業所中12事業所 

有効回答率：66.6％ 

◎障害児給付事業所 

23事業所中15事業所 

有効回答率：65.2％ 

◎障害者福祉事業所 

42事業所中29事業所 

有効回答率：69.0％ 

令和２年10月１日 
第１回袋井市障害者計

画推進協議会 

・第６期障がい福祉計画等

の策定について 

・計画（素案）の審議 

令和２年10月12日 県ヒアリング 
目標数値等の報告及び内容

の審査 

令和２年11月16日

から令和２年12月

15日まで 

パブリックコメント 

【閲覧場所】 

・しあわせ推進課 

・情報公開コーナー 

・浅羽支所 

・月見の里学遊館 

・はーとふるプラザ袋井 

・さわやかアリーナ 

・市ホームページ 

令和２年12月24日 
第２回袋井市障害者計

画推進協議会 

・第６期障がい福祉計画等

の策定について 

・計画（案）の審議 

 

 



- 39 - 

 

資料４ 

袋井市障害者計画推進協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 袋井市は、障害者計画（以下「計画」という。）に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、袋井市障害者計画推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 計画の策定に関すること。 

(２) 計画の推進及び進行管理に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、計画の推進に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員 20 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 地域住民組織の代表者 

(２) 福祉関係団体の代表者 

(３) 保健・医療に関係する者 

(４) 教育に関係する者 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期

間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。ただし、会長が未決定の場合は、

市長がこれを招集することができる。 

２ 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

４ 会長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。 
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（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、市民生活部しあわせ推進課において処理する。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 30 日告示第 49 号抄） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年３月 31 日告示第 50 号） 

この告示は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年３月 31 日告示第 54 号） 

この告示は、平成 27 年４月１日から施行する。 



資料５

渥 美 正 德

竹 原 和 義

荒 井 伸 喜

中山美知惠

西 郷 勉

鈴 木 豊

池 谷 之 男 袋井市社会福祉協議会会長

山 本 博 司

久 野 哲 夫

鈴 木 昇 七 袋井市身体障害者福祉会視覚障害者部代表

飯 田 靖 子 袋井市身体障害者福祉会聴覚障害者部代表

高 橋 秀 夫 袋井市手をつなぐ育成会副会長

鈴木なほこ 中遠地域精神保健福祉会丹誠会副会長

藤 田 安 社会福祉法人ひつじ理事長

早川麻由美 社会福祉法人なごみかぜ常務理事

八 谷 礼 子 社会福祉法人明和会本部事務部長

伊 藤 政 孝 磐周医師会袋井支部（青葉こどもクリニック）

山 田 英 徳 日本作業療法士協会静岡県士会

福 井 達 哉

佐 藤 徹

増 本 旭 ＮＰＯ法人視覚障害者サポートネット理事長
（静岡福祉大学 講師）

鈴木砂登美
タップ(株)　放課後等デイサービス　ひまわり浅羽校
児童発達支援管理責任者

加 子 勝 巳

佐 野 徹

袋井特別支援学校校長

令和２年４月１日～

～令和２年３月31日

袋井市障害者計画推進協議会　委員名簿

氏　　名 所　属　区　分

（任期：平成30年４月1日～令和３年３月31日）

袋井市自治会連合会（浅羽西自治会連合会長）

備   考

～平成31年３月31日

平成31年４月１日～
令和２年３月31日

～令和元年11月30日

令和元年12月１日～
令和２年11月30日

令和２年12月１日～

磐田公共職業安定所　所長

令和２年４月１日～

袋井市民生委員児童委員協議会障害者福祉部会（部会長）

～平成31年３月31日

袋井市身体障害者福祉会会長
～令和２年４月25日

令和２年４月26日～

平成31年４月１日～
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袋井市第６期障がい福祉計画 

袋井市第２期障がい児福祉計画 
令和 3 年 3 月策定 

袋井市 市民生活部 しあわせ推進課 
〒437-8666 袋井市新屋一丁目 1 番地の 1 

TEL：0538-44-3114 FAX：0538-43-6285 
e-mail：shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp 

 


